
（別表）
勧告・公表に関する手続規定、及び消費生活対策審議会への諮問必須の事項の見直しに関する資料

第２章 危害の防止 （９条～１４条）

条項、施策事項 規 定 内 容 勧告・公表等の規定 改正案 審議会諮問必須 改正案

９ 安全性に関 商品・サービスの安全 11条 情報提供‡
条 する調査 性につき必要な調査 (経過・結果）

危害に関す 健康を損ない、又は危 46条立入調査等‡
る調査 害を及ぼす疑いのある場 11条 情報提供‡
（１項） 合、速やかに調査を行う 9,10条の調査‡

（経過・結果）
10

安全性の立 前項の調査実施後、疑 公開の意 安全立証の認定 現行どお
証を求める いが解消できず、必要と 見聴取に 45条の2 り審議会
（２項） 認定した場合、安全性の 代えて、 審議会諮問必須 必須必要

条 立証を求める事ができる 意見を述
べ、証拠

安全性の再 前項の立証の不作為、 49条 を提示す 安全再立証の要求 審議会諮·
立証を求め 又は安全性の確認が不十 公開の意見聴取 る機会を の認定 問必須は·
る 分と認定した場合、再立 ※勧告なし 与える等 45条の2 全て削除
（３項） 証を要求できる 50条 公表 に変更 審議会諮問必須·

11 調査に関す ９～１０条の調査等の経 情報提供·
条 る情報提供 過と結果を明らかにする

危険な商品 欠陥により健康を損ない 46条 立入調査等
12 又はサービ 又は損なうこと、危害の 危険な商品又はサ 審議会諮„

スの排除 発生若しくは発生させる 12条 勧告 ービスの排除認定 問必須は
こととなると認定したと ※独立の勧告規定 45条の2 全て削除

条 き、製造、販売等の中止 審議会諮問必須„
若しくは改善等を勧告す 50条 勧告に従わない
ることができる 場合その旨を公表

緊急危害防 欠陥により生命、身体に 46条 立入調査等
止措置 重大な危害を発生させ、

„13 （１項） 若しくは発生させる恐れ
がある場合、危害防止の 13条 公表
ため緊急の必要があると ※独立の公表規定
認めたとき事業者名等を

条 公表しなければならない

„事業者の責 公表があったとき事業者
務) は、製造、販売又は提供 13条1項の規定により
（２項） の中止等必要な措置をと 製造、販売等の中止

らなくてはならない

危害防止の 生命又は身体に対する危 46条 立入調査等 危害防止表示事項 品目、業
ための表示 害の発生を防止するため 等の指定 種の指定

14 （１項） 必要があると認めるとき 47条 告示 45条の2 ・解除の
は、事業者が守るべき「 危害防止表示事項 公開の意 審議会諮問必須 みを諮
危害防止表示事項等」を 指定、変更、解除 見聴取に （商品、ｻｰﾋﾞｽ毎 問、具体
指定することができる 48条 指導 代えて、 に危害の具体的内 的表示事

条 意見を述 容使用方法等の表 項や方法„
事業者の責 事業者は、「危害防止表 49条 公開の意見聴取 べ、証拠 示すべき事項、表 等は諮問
務 示事項等」を守らなくて を提示す 示方法等を指定す の必要は„
（２項） はならない 48条 勧告 る機会を ることができる） ないに変

与える等 更„
50条 公表 に変更



第３章 表示、包装及び計量の適正化（１５条～２０条、その１）

条項、施策事項 規 定 内 容 勧告・公表等の規定 改正案 審議会諮問必須 改正案

表示等調査 商品・サービスの表示
15 （１項） 包装又は計量の実態等の

必要な調査

条 適切な購入、適正な使 15条1項の情報提供
（２項） 用・利用、被害防止のた （経過・結果）

め必要があると認めると
きは、経過・結果を明ら
かにするものとする

商品の品質 消費者の選択で内容を 46条 立入調査等 商品表示事項指定‡
等の表示 容易に識別し、かつ適正 45条の2
（１項） に使用するため必要な場 47条 告示 審議会諮問必須 16条１～

合、商品別に「商品表示 商品表示事項等 商品毎に成分、性 ３項
事項等」を指定できる 指定、変更、解除 能等表示事項指定 表示の必

要な商品
16 サービス内 消費者の選択で内容、 46条 立入調査等 ｻｰﾋﾞｽ表示事項指 ・ｻｰﾋﾞｽ‡

容、取引条 取引条件を容易にかつ適 定 の指定・
件等の表示 正に利用し被害を防止す 47条 告示 45条の2 解除のみ
（２項） るため「サービス表示事 サービス表示事項 審議会諮問必須 諮問、具

項等」を指定できる 指定、変更、解除 ｻｰﾋﾞｽ毎に具体的 体的表示
内容等表示事項指 事項や方

条 定 法等は諮
問の必要

自動販売機 自動販売機等により供 46条 立入調査等 自動販売機による はないに‡
等による商 給される商品等の内容、 47条 告示 商品等表示指定 変更
品等の表示 取引条件を識別するため 自販機の表示事項 公開の意 45条の2
（３項） 必要な表示事項の指定 指定、変更、解除 見聴取に 審議会諮問必須

48条 指導 代えて、‡
意見を述„

事業者の責 事業者は、前３項の規 49条 公開の意見聴取 べ、証拠
務 定により指定された表示 を提示す„
（４項） 事項等を守らなければな 48条 勧告 る機会を

らない 与える等„
50条 公表 に変更

品質等の保 商品・サービスの品質 46条 立入調査等 商品・ｻｰ‡
証表示 性能等の保証について 47条 告示 保証表示事項等の ﾋﾞｽの指

17 （１項） 「保証表示事項等」を指 サービス表示事項 指定 定・解除
定することができる 指定、変更、解除 45条の2 のみ諮

公開の意 審議会諮問必須 問、具体
条 48条 指導 見聴取に 的表示事‡

代えて、 項や方法
事業者の責 保証表示を行う場合は 意見を述 等は諮問„
務 事業者は前項の規定を守 49条 公開の意見聴取 べ、証拠 の必要は
（２項） らなければならない を提示す ないに変„

48条 勧告 る機会を 更
与える等„

50条 公表 に変更



第３章 表示、包装及び計量の適正化（１５条～２０条、その２）

条項、施策事項 規 定 内 容 勧告・公表等の規定 改正案 審議会諮問必須 改正案

単位価格及 消費者の適切な選択の 46条 立入調査等 単位価格表示方法 商品の指‡
び販売価格 ため商品ごとに質量・長 47条 告示 使用単位の指定 定・解除

18 の表示 さ等、単位当たりの価格 単位価格 45条の2 のみ諮問
（１項） を表示する方法及び使用 販売価格 審議会諮問必須 、具体的

する単位を指定できる 指定、変更、廃止 公開の意 表示方法
見聴取に や単位は

48条 指導 代えて、 諮問の必‡
意見を述 単位価格、販売価 要はない

知事の指定する業種等 べ、証拠 格を表示する業種 に変更„
は、商品販売、陳列にあ 49条 公開の意見聴取 を提示す 規模、態様の指定
たり前項の単位価格、販 る機会を 45条の2 現行どお„

条 売価格を表示しなければ 48条 勧告 与える等 審議会諮問必須 り審議会
ならない に変更 必須必要„

50条 公表 要

適正包装の 商品の包装について、
確保 内容品の保護、過大又は 46条 立入調査等 適正包装の一般的 現行どお‡
（１項） 過剰包装の防止のため必 基準を定める規則 り審議会

要があると認めるとき、 東京都消費生活条例 設定、変更、廃止 必須必要
販売の際の包装について 施行規則第５条 45条の2

19 事業者が守るべき一般的 審議会諮問必須
基準を規則で定めること
ができる

商品ごとの 商品ごとに包装の基準 46条 立入調査等‡
条 包装基準 を定めることができる 商品毎包装基準 商品の設

（２項） 47条 告示 設定、変更、廃止 定、廃止
基準の設定 45条の2 のみ諮問
変更、廃止 審議会諮問必須 に変更
48条 指導 公開の意‡

見聴取に
代えて、

事業者の 事業者は、規定された 意見を述 一般的基準を守っ„
責務 一般的基準及び商品ごと 49条 公開の意見聴取 べ、証拠 ていない認定 審議会諮
（３項） の包装基準を守らなくて を提示す 45条の2 問必須は„

はならない 48条 勧告 る機会を 審議会諮問必須 全て削除
与える等„

50条 公表 に変更

計量の適正 消費者取引に際し、計
20 化 量につき不利益を受ける

ことがないようにするた
め、適正な計量の実施を

条 確保する必要な施策を講
じるものとする

事業者の
責務
（２項）



第４章 不適正な事業行為の是正等（２１条～２７条）

条項、施策事項 規 定 内 容 勧告・公表等の規定 改正案 審議会諮問必須 改正案

21 価格等の調 必要と認める生活関連 21条 価格等調査‡
査 商品等について、価格の

条 動向、需給状況、流通実
態等の必要な調査を行う

生活関連商 生活関連商品等の価格 46条 立入調査等‡
品等の特別 が異常に上昇、又は上昇 (22条特別調査)‡
調査 する恐れがあり消費者に

22 （１項） 著しく不利益となる恐れ 47条 告示
があるとき、特別の調査 特別調査を要する
を要する生活関連商品等 生活関連商品等

条 と指定することができる 指定、変更、解除

知事の迅速 前項の規定で指定され 22条‡
な調査義務 た生活関連商品等の価格 速やかに調査
（２項） の上昇の原因、需給の状

況等を速やかに調査しな
ければならない 公開の意

見聴取に
不適正事業 22条2項の調査結果、 49条 代えて、 円滑な流通を妨げ·
行為の是正 事業者が円滑な流通を妨 公開の意見聴取 意見を述 適正な利得を著し 審議会諮

23 勧告 げ、適正な利得を著しく べ、証拠 く越える価格で供 問必須は„
越える価格で供給してい 23条 を提示す 給していると認定 全て削除·
ると認定したとき、是正 是正勧告 る機会を 45条の2

条 するため必要な措置をと 与える等 審議会諮問必須„
るよう勧告できる 50条 公表 に変更

調査等に関 価格の安定、商品、サ
24 する情報提 ービスの適切な選択を確 24条 情報提供·

供 保するため、前３項の調 (21～23条の調査 公開の意
条 査等の経過及び結果を明 経過、結果) 見聴取に

らかにするものとする 代えて、
意見を述

不適正な取 消費者取引に関し、不 48条 べ、証拠 不適正取引行為·
25 引行為の禁 適正な取引行為を規則で 指導 を提示す の禁止規則 現行どお„

止 定めることができる 49条 る機会を 制定、変更、廃止 り審議会·
条 公開の意見聴取 与える等 45条の2 必須必要

に変更 審議会諮問必須„
48条 勧告
„不適正な取 前条第１項に定める不

26 引行為に関 適正な取引行為の疑いが 50条 公表
‚する調査 あると認めるときは、取

条 引の仕組み、実態等必要 46条 立入調査‡
な調査を行うものとする 等„

27 不適正な取 不適正な取引行為によ
引行為に関 る被害の発生、拡大防止 27条 情報提供·

条 する情報提 のため必要なとき調査経
供 過、結果を明らかにする

第８章 消費生活に関する施策の総合的な推進（４３条）

43 基本計画の 消費生活に関する施策の 基本計画策定変更 現行どお
策定 総合・計画的推進を図る 45条の2 り審議会

条 基本となる計画の策定 審議会諮問必須 必須必要
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